
市民向け無料 相談 ★大阪市内に気象警報が発表されている場合は中止となることがあります。

ごみの分別相談とあわせて食品ロス削減の取
り組みとして、ご家庭で余っている食品を引取
り、連携事業者を通じて子ども食堂等に無償
で提供するフードドライブを実施します。

日時

内容

場所 区役 所正面玄関窓口案内横

ごみの分別相談とフードドライブ

8月8日      14:00～16:00火

母乳や授乳、育児で困っていることはありませ
んか？助産師を囲んで色々聞いて、話してみま
せんか？

8月10日        10:00～11:30
（受付は9:45～10:00）

日時

内容

場所 検診室（区役所1階　）　

みんなで母乳相談

持ち物 未開封のもので常温保存でき、賞味期限が1ヶ月
以上残っている食品

※アルコール類などお預かりできない
    食品もあります

問合せ
保健福祉課（健康づくり） 1階14番

06-4399-9968TEL

06-6629-1265FAX

持ち物 母子健康手帳・おむつ・着がえ・ミルク等

06-4301-7285TEL
問合せ

大阪市総合コールセンター「なにわコール」

050-1807-2537専用予　約
8月18日       12:00～26日      17:00（24時間受付）金 土

問合せ 中部環境事業センター普及啓発担当
06-6714-6411TEL 06-6714-7787FAX

大切なすまいを将来空家にしないために

空家の管理・活用セミナー＆個別相談会

 

（阿倍野区・東住吉区合同開催）

【セミナー内容】

※個別相談会のみのご参加はできません。

大阪市立住まい情報センター、もしくは区役所で実施している
市民向け無料相談等をご活用ください。

空家で困らないために
今から考えてみませんか？

空家の管理・活用と予防策

使用予定のない空家をお持ちではないですか？
空家を放っておくと、ご自身の経済的な負担に
なるだけでなく、近隣住民の生命や財産を
脅かすことにもなりかねません。
そうなる前に「空家の売却や利活用」を
考えてみませんか？

家族で事前に話し合いましょう！
誰が引き継ぐのか、誰が管理するのか
決めておきましょう。

要申込無料

①空家利活用改修補助制度説明
②密集住宅市街地整備のための補助制度説明
講師：都市整備局住環境整備課職員

講演 1

講師：一般社団法人既存住宅・空家プロデュース協会
　　　理事 猪股 賢（いのまたけん）さん

講演 2 空家解決の新たな選択肢「サブリース」とは？
ー売る・貸す・壊す以外の第4の活用法ー

空家をお持ちの方へ、空家で困らないための情報をお伝えする
セミナーを開催します。セミナー終了後、ご希望の方には専門家
による個別相談会も実施します。

住宅の性能向上や地域まちづくりのための用途に改修
する費用などの一部を補助します。補助を受けるには要
件が複数あり、工事契約、着手前に申請（締切は12月中
旬）が必要です。詳しくは大阪市ホームページをご確認
ください。

申　込 8月7日 　～31日

問合せ 総務課（事業企画） 5階53番

セミナー 13:30～15:00　個別相談会 15:10～15:40
日　時 9月23日　

場　所 阿倍野区役所2階 大会議室
定　員 セミナー 40名　個別相談会 5組（1組30分）　先着順 

土 祝

月 木 9:00～17:30
電話、FAX、メールにて　住所、氏名、電話番号、個別相談
会への参加希望の場合は相談内容をお知らせください。

06-4399-9917TEL 06-6629-4533FAX
tv0001@city.osaka.lg.jpmail

空家利活用
改修補助事業

現在の登記を確認しましょう！
相続登記が適切になされていないと、
相続手続きに多くの時間や費用がか
かってしまいます。

木

電話、ファックス、メール、手紙、面談で相談を
お受けします。（ 　、年末年始を除く）

専門相談員による人権相談

内容

要予約

要予約面談7830@osaka-jinken.netmail

06-6531-0666FAX06-6532-7830
（      ～      9:00～21:00、　　　 9:00～17:30）

TEL

問合せ
大阪市人権啓発・相談センター
〒550-0012 西区立売堀4-10-18 
阿波座センタービル1階

月 金 日

土

祝

司法書士による法律相談

※電話が繋がりにくい場合があります06-4399-9683TEL

1名（組）30分以内（相談後の記録作成時間を含む）
当日9:00から電話受付予　約 総務課（広聴）5階53番

日時

内容

場所 区役 所 5階53番窓口

弁護士による法律相談
土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権等の相談

要予約

当日窓口で先着順に受付
混雑状況により整理券を配布する場合があります

06-4399-9683TEL問合せ 総務課（広聴） 5階53番

日時

内容

場所 区役 所 5階53番窓口

税務相談

日時

内容

場所 区役 所 5階53番窓口

行政相談
国の行政等への相談  

一般的な税務相談

日時

内容

場所 区役 所 5階53番窓口

不動産相談

行政書士による相続遺言帰化相談
遺言書や遺産分割協議書作成等に関する相談  

日時

場所

日曜法律相談 要予約定員：16組（先着順）

日時
場所

ナイター法律相談
今月の開催はありません

今月の開催はありません

8月9日       13:00～16:00
（受付は13:00～15:30）

水

8月10日      13:00～15:00
（受付は13:00～14:30）

木

8月24日      13:00～15:00
（受付は13:00～14:45）

木

8月1日・8日・22日・9月5日
13:00～17:00（最終時間枠は16:30）

火 ※8月15日は休止します
8月27日      13:00～17:00日

9月14日      18:30～21:00木

北区民センター（北区扇町2-1-27）

西区役所（西区新町4-5-14）
阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）

授乳中のお母さま、
　　お待ちしております!

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼
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なっぴーが教える東住吉区のマメ知識 10面へ東住吉区にある長居公園は
大阪市で3番目に広い公園だよ。

 
9：00～17：30（                 、年末年始を除く）　　　　市民局人権企画課（市役所4階）　　　 　　　　06-6208-7489　　　06-6202-7073

「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」
時間 場所 問合せ TEL FAX土 日 祝


